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時間額（円） 引上額（円） 引上率（％） 影響率（％） 影響労働者数
対地賃比（％）

（1,027円）

1018 － －
 (未満率　2.6)

2.8
34 99.12

1019 1 0.10 3.3 40 99.22

1020 2 0.20 3.5 43 99.32

1021 3 0.29 3.5 43 99.42

1022 4 0.39 3.5 43 99.51

1023 5 0.49 3.5 43 99.61

1024 6 0.59 3.5 43 99.71

1025 7 0.69 3.5 43 99.81

1026 8 0.79 3.5 43 99.90

1027 9 0.88 3.5 43 100.00 地賃

1028 10 0.98 4.0 48 100.10

1029 11 1.08 4.2 51 100.19

1030 12 1.18 4.2 51 100.29

1031 13 1.28 4.2 51 100.39

1032 14 1.38 4.2 51 100.49

1033 15 1.47 4.2 51 100.58

1034 16 1.57 4.2 51 100.68

1035 17 1.67 4.2 51 100.78

1036 18 1.77 4.2 51 100.88

1037 19 1.87 4.2 51 100.97

1038 20 1.96 4.2 51 101.07

1039 21 2.06 4.2 51 101.17

1040 22 2.16 4.2 51 101.27

1041 23 2.26 4.3 52 101.36

1042 24 2.36 4.5 55 101.46

1043 25 2.46 4.5 55 101.56

1044 26 2.55 4.5 55 101.66

1045 27 2.65 4.8 58 101.75

1046 28 2.75 4.8 58 101.85

1047 29 2.85 4.8 58 101.95

1048 30 2.95 4.8 58 102.04

1049 31 3.05 4.8 58 102.14

1050 32 3.14 5.1 62 102.24

1051 33 3.24 5.3 65 102.34

1052 34 3.34 5.3 65 102.43

1053 35 3.44 5.3 65 102.53

1054 36 3.54 5.3 65 102.63

愛知県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金
引き上げに伴う影響
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1055 37 3.63 5.3 65 102.73

1056 38 3.73 5.3 65 102.82

1057 39 3.83 5.3 65 102.92

1058 40 3.93 5.3 65 103.02

1059 41 4.03 5.3 65 103.12

1060 42 4.13 5.3 65 103.21

1061 43 4.22 5.3 65 103.31

1062 44 4.32 5.3 65 103.41

1063 45 4.42 5.3 65 103.51

1064 46 4.52 5.3 65 103.60

1065 47 4.62 5.3 65 103.70

1066 48 4.72 5.3 65 103.80

1067 49 4.81 6.3 76 103.89

1068 50 4.91 6.3 76 103.99

1069 51 5.01 6.3 76 104.09

1070 52 5.11 6.3 76 104.19

1071 53 5.21 6.3 76 104.28

1072 54 5.30 6.3 76 104.38

1073 55 5.40 6.3 76 104.48

1074 56 5.50 6.3 76 104.58

1075 57 5.60 6.3 76 104.67

1076 58 5.70 6.3 76 104.77

1077 59 5.80 6.3 76 104.87

1078 60 5.89 6.6 80 104.97

1079 61 5.99 6.6 80 105.06

1080 62 6.09 6.6 80 105.16

1081 63 6.19 6.6 80 105.26

1082 64 6.29 6.7 82 105.36

1083 65 6.39 6.7 82 105.45

1084 66 6.48 6.7 82 105.55

1085 67 6.58 6.7 82 105.65

1086 68 6.68 6.7 82 105.74

1087 69 6.78 6.7 82 105.84

1088 70 6.88 6.7 82 105.94

1089 71 6.97 6.7 82 106.04

1090 72 7.07 7.0 85 106.13

1091 73 7.17 7.0 85 106.23

1092 74 7.27 7.0 85 106.33

1093 75 7.37 7.0 85 106.43

1094 76 7.47 7.2 88 106.52

1095 77 7.56 7.2 88 106.62

1096 78 7.66 7.2 88 106.72

1097 79 7.76 7.4 90 106.82

1098 80 7.86 7.4 90 106.91
　※「影響率」とは、最低賃金額を改正した後に、改正後の最低賃金額を下回ることとなる労働者の割合。
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（案） 

令和 5 年 10 月 10 日 

 

 

 

愛知地方最低賃金審議会 

会 長 中 山 徳 良 殿 

 

 

 

愛知地方最低賃金審議会 

愛知県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業

最低賃金専門部会 

部会長 鈴木 進也 

 

 

 

愛知県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金 

の改正決定に関する報告書 

 

当専門部会は、令和5年8月4日、愛知地方最低賃金審議会において付託された  

愛知県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金の改正決定について、慎重に 

審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので報告する。 

なお、本件の審議に当たった当専門部会の委員は別添のとおりである。 

  



別紙 

 

愛知県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金 

 

１ 適用する地域 

愛知県の区域 

 

２ 適用する使用者 

前号の地域内で次に げるいずれかの産業を営む使用者 

(1) 製鉄業 

(2) 製鋼・製鋼圧延業 

(3) 製鋼を行わない鋼材製造業(表面処理鋼材を除く) 

(4) (1)から(3)までに掲げる産業において管理，補助的経済活動を行う事業所 

(5) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)

までに掲げる産業に分類されるものに限る。) 

 

３ 適用する労働者 

前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 

(1) 18 歳未満又は 65 歳以上の者 

(2) 雇入れ後 3 月未満の者であって、技能習得中のもの 

(3) 次に掲げる業務に主として従事する者 

イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務 

ロ 軽易な運搬の業務 

 

４ 前号の労働者に係る最低賃金額 

1 時間 1,059 円 

 

５ この最低賃金において賃金に算入しないもの 

精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

 

６ 効力発生の日 

令和 5 年 12 月 16 日 



(令和5年9月1日現在)

愛 知 地 方 最 低 賃 金 審 議 会
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金専門部会委員名簿

公益代表委員

氏　　　　　名 現　　職　　等

鈴 木
ス ズ キ

進 也
シ ン ヤ

弁護士

中 山
ナ カ ヤ マ

徳 良
ノ リ ヨ シ 名古屋市立大学

大学院経済学研究科長・経済学部長

水 野
ミ ズ ノ

有 香
ユ カ

愛知大学　経済学部教授

梶 原
カ ジ ワ ラ

弘 司
ヒ ロ シ

愛知県経営者協会　会員サービス部　担当部長

労働者代表委員

氏　　　　　名 現　　職　　等

大 脇
オ オ ワ キ

匡 人
マ サ ト 日本労働組合総連合会愛知県連合会

労働条件局長

近 藤
コ ン ド ウ

陽 彦
キ ヨ ヒ コ

大同特殊鋼労働組合　書記長

勝 木
カ ツ キ

隆 二
リ ュ ウ ジ

小木曽工業株式会社　総務部　部長

北 島
キ タ ジ マ

信 夫
ノ ブ オ 宮崎精鋼株式会社

執行役員　管理本部長

　(敬称略、五十音順)

山 本
ヤ マ モ ト

圭 介
ケ イ ス ケ

日本製鉄名古屋労働組合　書記長

使用者代表委員

氏　　　　　名 現　　職　　等


